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船舶事故調査報告書 

 

                              令和６年４月１０日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  伊 藤 裕 康（部会長） 

                         委   員  上 野 道 雄 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 転覆 

発生日時 令和５年８月１０日 １３時００分ごろ 

発生場所 神奈川県横須賀市荒埼西方沖 

 亀城礁
かめぎしょう

灯標から真方位２３５°３７０ｍ付近 

 （概位 北緯３５°１１.８′ 東経１３９°３４.９′） 

事故の概要  プレジャーボートさざえⅢは、航行中、転覆した。 

さざえⅢは、船長ほか３人が負傷し、船外機に濡損等を生じた。 

事故調査の経過  令和５年８月３１日、本事故の調査を担当する主管調査官（横浜事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

プレジャーボート さざえⅢ、２.４トン 

 ２３５－５６２７４神奈川、静銀リース株式会社 

 ７.５２ｍ（Lr）×２.４１ｍ×１.２０ｍ、ＦＲＰ 

 ガソリン機関、９５.６kＷ、令和４年４月 

 乗組員等に関する情報 船長 ４８歳 

 一級小型船舶操縦士 

  免許登録日 令和４年４月１１日 

  免許証交付日 令和４年４月１１日 

         （令和９年４月１０日まで有効） 

 死傷者等 負傷 ４人（船長及び同乗者３人） 

 損傷 操縦区画の左舷側ガラス窓に破損、フロントガラスのワイパーに曲損

及び屋根開口部等に破損、左舷船首ハンドレールに曲損、船外機等に

濡損（全損） 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、視界 良好 

事故発生場所の東南東方約４.８km に位置する三浦地域気象観測所

における８月１０日の観測値は、次のとおりであった。 

時 
降水量 

(mm) 

気温 

(℃) 

平均 最大瞬間 

風向 風速

(m/s) 

風向 風速

(m/s) 

12:00 0.0 31.1 東 2.5 東 5.3 

12:30 0.0 32.4 南東 2.6 東南東 5.6 
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13:00 0.0 31.1 東南東 3.1 東南東 5.6 

13:30 0.0 32.4 東南東 3.2 東南東 6.0 

海象：うねり（波向 南西、波高 約１.５ｍ）、亀城礁付近の波（波

向 南西、波高 約２ｍ）、潮汐 上げ潮の末期 

海水温：約２７.５℃ 

横須賀市及び神奈川県三浦市には、８月１日０４時１０分に波浪注

意報が発表され、本事故時も継続されていた。 

８月１０日０９時の天気図によれば、九州の北西方を北に向かって

進む台風第６号が、小笠原諸島の南東方を西に向かって進む台風第７

号がそれぞれ発生していた。（図１参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 天気図（８月１０日０９時） 

 事故の経過 本船は、レンタルボートで、船長が１人で乗り組み、知人６人（以

下「同乗者Ａ～Ｆ」という。）を乗せ、釣りの目的で、令和５年８月

１０日０８時３０分ごろ、横須賀市芦名所在のマリーナを出航した。 

本船は、神奈川県三浦半島南西方沖で、釣果を求めて釣り場を移動

し、三浦市黒埼西方沖から、１２時００分ごろ荒埼西方沖の亀城礁の

東側に到着して釣りを始めた。 

船長は、亀城礁の東側で釣りを行っていたとき、同礁の北西側に、

時折、白波が立っていたのを見た。 

船長は、１時間近く釣りを行ったので、もう少し水深が深くマリー

ナに近い釣り場に移動しようと思い、白波が立っていたのを見た亀城

礁の北西側や水深５ｍ未満の海域には近づかないよう、同礁の南側を

一旦南進したのち、北進して次の釣り場に向かうこととした。 

本船は、船長が船体中央部の操舵区画の操縦席に腰を掛けて手動操

舵で操船に当たり、船体中央部から船首部にかけて、左舷側に同乗者

Ａ及び同乗者Ｂが、右舷側に同乗者Ｃが、船体中央部から船尾部にか

けて、左舷側に同乗者Ｄ及び同乗者Ｅが、右舷側に同乗者Ｆがそれぞ

れ甲板に座っていた。（図２参照） 
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図２ 乗船者の位置 

 

本船は、亀城礁南方沖に向け、約６ノットの対地速力で航行を始

め、船長が釣り場南方の水深５ｍ未満の海域が気になって右舵を取

り、西南西進した。 

本船は、その後、西進していたところ、１３時００分ごろ、高波を

南西方から左舷船首部に受け、右舷側に傾斜し、転覆した。（図３参

照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３ 事故発生経過概略図 

 

船長は、同乗者６人と共に落水したのち、着用していた救命胴衣の

浮力により海面に浮上し、１３時０３分ごろ携行していた携帯電話で

１１８番通報し、その後マリーナに連絡した。 

付近の漁業協同組合所属の漁船２隻は、海上保安庁から要請を受け

た救難所からの連絡により、直ちに救助に向かい、１３時２５分ごろ

本船の乗員７人全員を救助して横須賀市長井漁港に入港し、同乗者

Ａ、同乗者Ｂ及び同乗者Ｃは救急車により病院に搬送され、船長は自

身で病院を受診した。 

船長 

●：負傷あり 
○：負傷なし 

操舵区画 

同乗者Ａ 

同乗者Ｃ 

同乗者Ｂ 
同乗者Ｄ 

同乗者Ｆ 

同乗者Ｅ 

亀城礁灯標 

釣り場 

✕ 

船長が白波が立っていた 

のを見た場所 

✕ 

事故発生場所 

（令和５年８月１０日 

１３時００分ごろ発生） 

※船長の口述による本船の航行経路 

荒埼 

※図中の数値は水深（ｍ） 

船長が気にしていた 

水深５ｍ未満の海域 
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本船は、転覆した状態のまま、マリーナの救助艇にえい
．．

航され、マ

リーナに陸揚げされた。 

（付図１ 事故発生場所概略図、写真１ 本船、写真２ 操舵区画の

損傷状況 参照） 

 その他の事項 (1) 本船が亀城礁の東側の釣り場から移動を始めた頃の船長の認識 

船長は、亀城礁の北西側に白波が立っていたのを見たので、同

礁の南側を経由して、北側の釣り場に向かうこととした。 

船長は、亀城礁の南方にある水深５ｍ未満の海域が気になっ

て、ＧＰＳプロッターをよく見ずに西進したので、同礁付近の浅

所に近づいていることに気付かなかったのではないかと本事故後

に思った。 

(2) 本船のレンタルの状況 

船長は、令和４年７月ごろ、ボートがレンタルできる会員制マ

リンクラブに登録し、過去に１１回、ボートをレンタルしてお

り、本事故の１か月前にマリーナで本船のレンタル予約を行っ

た。 

(3) 船長の出航判断等 

船長は、自身で天気予報やアプリケーションソフトにより気象

及び海象情報を入手し、台風が発生したことを知っていた。 

船長は、本事故当日の風や波の予報から、出航できると判断し

たが、横須賀市及び三浦市に波浪注意報が発表されていることは

知らなかった。 

マリーナ担当者は、本事故前日に船長に連絡し、本事故当日の

気象及び海象の見通しについて、風は強くないが、波が高いこと

及び本事故当日の朝に海の状況を再度判断することを伝えてい

た。 

(4) マリーナの本事故当日の出港時の説明等 

マリーナ担当者は、本事故当日の出港受付時及び本船案内時

に、船長に対し、風は強くないが、台風の影響で波が高いので、

浅瀬など波が発生しやすい場所には接近しないこと及び白波が発

生しているところは波が高い可能性があるので、注意して航行す

るよう伝えていた。 

マリーナの出港条件は、風速１２m/s まで及び波浪２ｍ未満であ

った。 

(5) 注意報の発表基準 

横浜地方気象台の横須賀市及び三浦市における波浪注意報は、

発表基準を相模湾の有義波高２.５ｍとし、基準に達すると予想さ

れるときに発表されている。 

(6) 亀城礁付近の水深と波の状況等 

海図Ｗ９２（三崎港至湘南港）によれば、亀城礁付近の海域
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は、水深が二十数ｍから数ｍに急激に変化している。 

船長は、亀城礁の東側で釣りをしていたとき、同礁の北西側

で、時折、白波が立っていたのを見たが、亀城礁付近の別の場所

でも白波が立っていたのではないかと本事故後に思った。 

本事故時、救助に当たった漁船船長は、救助に向かった際、風

は強くなかったが、台風の影響で沖合からのうねりがあり、亀城

礁付近や荒埼付近沿岸の浅所で白波が立っていたのを見ていた。 

文献「波浪学のＡＢＣ」（初版、磯﨑一郎著、株式会社成山堂書

店、平成１８年８月２８日発行）には、磯波について、次のとお

り記載されている。 

第２章 沿岸における波の変形 

２.３ 磯波 

（前略） 

沖合では砕波していない波でも、海岸の浅海域に進ん

でくる場合には、水深と海底勾配に関係して生ずる浅水変

形、屈折、反射などの効果によって波高が増大し、波長も

短くなり、結局波形勾配が急峻になって砕波します。これ

が、いわゆる磯波です。 

（後略） 

(7) 船長の亀城礁付近での釣りの経験等 

船長は、過去に亀城礁西方沖で数回及び同礁付近で１回、それ

ぞれ釣りの経験があり、本事故当日は、同乗者から、釣果の情報

があった亀城礁付近での釣りのリクエストを受けていた。 

(8) 船長及び同乗者の救命胴衣 

船長及び同乗者が着用していた救命胴衣は、船長、同乗者Ａ、

同乗者Ｂ、同乗者Ｄ及び同乗者Ｅが腰ベルト式、同乗者Ｃが首掛

け式、同乗者Ｆが本船内に備え付けの固型式であった。 

(9) 船長の携帯電話の携行状況 

船長は、本事故当時、携帯電話を半ズボンの左前のポケットに

入れており、落水後に濡れたものの携帯電話を速やかに使用する

ことができた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

あり 

本船は、荒埼西方沖において、亀城礁付近に白波が立っていた状況

下、船長が、同礁の南方の水深５ｍ未満の海域を気にしながら西進し

ていたことから、同礁付近の浅所に近づき、波高約２ｍの波を南西方

から左舷船首部に受けて右舷側に傾斜し、転覆したものと考えられ

る。 
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亀城礁付近は、水深が二十数ｍから数ｍに急激に変化している状況

及び南西からの波高約１.５ｍのうねりにより、磯波が発生しやすい

状況であったものと考えられる。 

船長は、白波が立っていた亀城礁の北西側を避け、距離が離れてい

る同礁の南側へ向けて一旦南進しようと思い、航行を始めたものの、

同礁の南方の水深５ｍ未満の海域が気になって右舵を取って西進して

いた際、ＧＰＳプロッターをよく見ていなかったことから、亀城礁付

近の浅所に近づいていることに気付かなかったものと考えられる。 

本事故は、本船の乗員７人全員が落水し、負傷者が４人発生したも

のの、次のことから、命に別状がなかったものと考えられる。 

(1) 乗員７人全員が救命胴衣を着用し、落水後、救命胴衣の浮力

で海面に浮上することができたこと。 

(2) 船長は、落水したものの、携帯電話を携行していたことか

ら、速やかに１１８番通報を行うことができたこと。 

(3) 救難所からの連絡を受けた漁船２隻が、直ちに救助に向か

い、白波が立っている状況下、落水から約２５分後には乗員７

人全員を救助したこと。 

原因 本事故は、本船が、荒埼西方沖において、亀城礁付近に白波が立っ

ていた状況下、船長が、同礁の南方の水深５ｍ未満の海域を気にしな

がら西進していたため、同礁付近の浅所に近づき、波高約２ｍの波を

南西方から左舷船首部に受けて右舷側に傾斜し、転覆したものと考え

られる。 

再発防止策 マリーナは、本事故後、出港受付時にレンタルボートの船長に対

し、転覆したボートの写真を示して、航行中の気象及び海象情報の確

認やマリーナからの提供情報への留意など安全運航の徹底について注

意喚起している。 

今後の同種事故等の再発防止及び被害の軽減に役立つ事項として、

次のことが考えられる。 

・小型船舶の船長は、船体が波の影響を受けやすいことを考慮し、

ＧＰＳプロッター等で船位を確認して、白波が立っている浅所付

近に近づかず、距離をとり航行すること。 

・浅礁域では、海底の複雑な地形の影響による、予期せぬ高波の発

生に留意すること。 

・小型船舶の船長は、出航に際し、気象及び海象情報並びに注意報

等の発表状況を注意深く確認するとともに、出航後も、波の状況

等を目視で観測するほか、気象庁や海上保安庁等で発信している

気象及び海象情報も活用し、風波の状況から航行の継続が危険と

判断される場合は早めに避難すること。 

・小型船舶の乗船者は、万が一の落水に備え、携帯電話を防水ケー

スに入れて常に携行し、緊急時の連絡手段を確保しておくこと。   
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付図１ 事故発生場所概略図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

事故発生場所 
（令和５年８月１０日 
１３時００分ごろ発生） 

マリーナ 

横須賀市 

神奈川県 

亀城礁灯標 

荒埼 

✕ 

三浦市 

黒埼 

小田和湾 

長井漁港 

三浦半島 
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写真１ 本船           写真２ 操舵区画の損傷状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


